
































本
校
は
毎
年
、
三
大
体
験
学
習
と
し
て
「
稲
作
体
験
」

「
海
の
体
験
学
習
」
「
和
紙
づ
く
り
」
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
海
の
体
験
学
習
は
、
「
サ
バ
二
体

験
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
体
験
、
ア
ン
ブ
シ
漁
（
刺
し
網
漁
）
」

を
三
年
サ
イ
ク
ル
で
実
施
。
今
年
度
は
、
四
月
末
に
サ
バ

ニ
体
験
学
習
を
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
事
業
部
や
多
く
の
保
護
者
や
地

域
の
方
々
の
協
力
の
下
で
行
っ
た
。

講
師
は
地
域
で
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
を
営
む
保
護
者
。
事

前
学
習
を
行
い
当
日
を
迎
え
た
。
事
前
学
習
で
は
、
サ
バ

ニ
の
歴
史
、
材
料
、
他
の
地
域
と
の
サ
バ
ニ
の
作
り
の
比

較
等
を
学
ん
だ
。
当
日
は
、
海
上
で
の
方
角
の
呼
び
方
、

転
覆
し
た
際
の
対
処
法
等
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
こ
の
体
験

を
通
し
て
、
古
の
人
々
の
知
恵
と
歴
史
に
触
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

海洋教育

本
校
は
、
目
の
前
に
祖
納
岳
、
そ
の
ふ
も

と
に
は
田
ん
ぼ
、
学
校
の
裏
に
は
北
泊(

ニ
シ

ド
マ
リ)

の
浜
が
広
が
り
、
自
然
豊
か
な
環
境

の
中
に
あ
る
。

校
区
は
、
祖
納
、
干
立
、
白
浜
の
三
地
域

で
、
そ
の
全
て
が
海
と
の
関
わ
り
が
強
く
、

海
や
山
か
ら
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
。
児
童

生
徒
は
、
幼
い
頃
か
ら
、
地
域
の
伝
統
行
事

に
参
加
し
、
自
然
の
恵
み
に
感
謝
す
る
こ
と

の
意
義
を
考
え
、
地
域
の
人
々
や
環
境
に
育

て
ら
れ
て
い
る
。

目
の
前
に
あ
る
地
域
素
材
を
有
効
活
用
し

た
本
校
に
お
け
る
海
洋
教
育
を
紹
介
す
る
。

SDGsの視点も入れ、各教科において海洋に関する学びと
関連させた教育活動を行っている。

ビーチ
クリーン

毎
年
、
海
洋
ゴ
ミ
の

実
態
調
査
を
行
い
、
自

分
た
ち
の
生
活
と
自
然

環
境
と
の
繋
が
り
を
考

え
る
機
会
と
し
て
い
る
。

学
校
裏
の
北
泊
の
浜

の
漂
着
ゴ
ミ
の
分
別
を

行
い
、
調
査
結
果
を
蓄

積
し
て
経
年
変
化
を
み

る
こ
と
で
、
環
境
に
配

慮
し
た
生
活
や
持
続
可

能
な
社
会
の
実
現
に
向

け
た
意
識
の
高
揚
に
繋

げ
て
い
こ
う
と
い
う
取

組
で
あ
る
。

海と祭祀

祖
納
地
域
と
干
立
地
域
で
は
節
祭
、
白
浜
地

域
で
は
海
神
祭
が
行
わ
れ
る
。
ど
の
祭
祀
も
海

と
深
く
関
わ
り
が
あ
り
、
船
漕
ぎ
が
行
わ
れ
る
。

児
童
生
徒
は
地
域
行
事
へ
の
参
加
を
通
し
て
、

豊
漁
や
豊
作
を
願
い
な
が
ら
、
地
域
の
伝
統
行

事
を
受
け
継
い
で
い
く
。
こ
の
時
期
は
古
の
時

代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
伝
統
文
化
と
現
代

と
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
と
な
る
。

海を知る
津波から命を守ろう

本
校
区
の
三
地
域
と
も
、
集
落
は
海
に
面

し
た
場
所
に
あ
り
、
地
域
住
民
の
津
波
へ
の

危
機
意
識
は
強
い
。
学
校
の
す
ぐ
裏
が
海
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
本
校
に
お
い
て
は
、
各
教

科
に
お
い
て
自
然
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め

の
学
習
と
避
難
訓
練
を
合
わ
せ
て
、
海
と
の

共
生
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
し
て
い
る
。

サバ二体験学習

命を守る行動
浸水してきた水を掻き出す

森林保護により、くり舟が作
られなくなったため、木と木
をつなぐ「ふんどう」が使わ
れた

転覆してもすぐ起こせるよう
に計算されたフォルム



 

 

 

 

 

 

 

婚姻に伴う新生活を応援するため、結婚新生活に係る 

住居費・引越費用を補助します。 

竹富町結婚新生活支援事業 

【補助対象経費】 

対 象 世 帯 

１．令和 5年 3月１日から令和 6年３月３１日までに婚姻届を受理された世帯 

２．ご夫婦ともに婚姻日における年齢が 39歳以下の世帯 

３．前年（１月から１２月）の夫婦の所得の合計額が 5００万円未満 

４．令和 5年 4月１日から令和 6年３月３１日までの間に、結婚を機に新たに町内に住宅を購入ま

たは賃貸した世帯、引越しをした世帯、リフォームをした世帯 

５．申請時点で夫婦の一方が町内に居住していること 

６．他の公的制度による補助、他市町村で本補助金等を受けていないこと 

７．町税等の滞納をしていないこと 

  

 

【補助金額】 

 

令和５年８月１日～令和６年３月３１日 

※予算の上限に達した場合には、受付を締

め切る可能性があります。 

問い合わせ先 

竹富町福祉支援課  

子育て・障害福祉係 

TEL：８３－７４１５ 

申 請 期 間 

１世帯あたり 

 

 

・住宅の購入費 ・新居のリフォーム費用 

 ・賃料、敷金、礼金、共益費、 

 仲介手数料 

 ・引越費用（引越業者、運送業 

 への支払いにかかる実費） 

 

※R5.4.1～R6.3.31 に支出したものに

限られます。 

上限３０万円を支給します。 

 

 
※対象経費の実績に応じ

て上限 30～60万円。 

夫婦の年齢が 29歳以下の場合は 

 

 

上限 60 万円を支給します。 

 

 

令和５年度 



竹富町ブロードバンド加入促進補助金交付事業 

ご自宅や事業所等へのインターネット回線の開通工事初期費用への補助金のご案内 

 

 

 ・令和 5年 4 月 1日以降に自宅、事務所等に光回線の引き込みに係る工事を行ったこと。 

 ・竹富町在住または事業所が町内であること。（住民登録が町内でされている。） 

 ・町税等の滞納がないこと。 

  

 

・光回線の引込工事 1 件（光回線 1 回線）あたり最大 3 万円補助します。 

（工事費用総額が補助金上限に満たない場合は、費用総額が補助額となります。） 
 

 

 

・令和 5 年 4 月 1 日工事完了以降の光回線の引き込み工事に要した費用（ONU 設置含む） 

※下記経費は補助対象外 

×通信費、回線料、ONU レンタル料等の利用に係る費用（ONU、ルーターの一体型の設置工賃は補助対象） 

×ルーターや PC 等の機器 

×ネットワーク環境整備に直接付随しない機器 

×光電話等のオプションサービスの導入経費 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 助 対 象 者 町内の住宅や事業所等で光回線工事を行った方 

補 助 金 額 

光ケーブル敷設工事費用及び移転費用 補助対象経費 

工事 1 件あたり 最大 3万円 

申 請 期 間 令和 5 年 4 月 28 日～令和 6 年 3 月 18 日 

添付書類① 

□光回線工事を申し込みしたことがわかる書類の写し（例：契約書） 

（工事内容や契約者名義） 

添付書類② 
□工事に要した経費がわかる書類の写し（例：請求書、領収書） 
（補助対象経費の支払額を確認） 

添付書類③ 
□振込先口座の確認書類の写し 
（契約者名と名義が同じであること） 

【申請（郵送）先】 

  〒907-8503 石垣市美崎町 11 番地 1  または  西表東部・西部出張所、波照間出張所 

【問い合わせ】竹富町役場 DX（ディーエックス）課 ☎0980-87-6550（直通）（平日 8：30～17：15） 

申請には請求書、領収書等の工

事内容（費用・範囲）が確認で

きる書類が必要です。必ず契約

前に事業者にご相談ください。 

光
回
線
提
供
装
置 

光回線ケーブル 

町内全域 

光回線終端装置 
（ONU） 

郵送またはオンライン申請フォームにて申請手続き 

光ブロードバンド （事業者工事範囲） 

回線の引き込み・光回線終端装置の取付 

補 助 の 範 囲 
個人接続の範囲 
（補助の対象外） 

申 請 方 法 

ルーター 
PC・デバイス 

屋外から自宅に 

光ケーブルを 

引き込む工事と 

光終端装置の 

設置までが補助 

対象経費です。 

ひかりブロードバンドに加入すると、月額通信料として 

月々最大 7000円前後のご家庭での負担があります。（契約会社による） 

QR 

電子申請はこちらから 



所有者不明土地の解消に向けて
～不動産に関するルールが大きく変わります～

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

※相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、

相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものです。

ほかに、令和６年４月１日から始まる新ルール

●相続人申告登記※

登記簿上の所有者に相続が開始したこと及び自らが相続

人であることを登記官に申し出る制度です。より簡易に

相続登記の申請義務を履行することができる仕組みです。

Ⓐ基本的なルール

相続（遺言も含みます。）によって不動産

を取得した相続人は、その所有権を取得した

ことを知った日から３年以内に相続登記の申

請をしなければならないこととされました。

相続登記の申請義務についてのルール

※令和６年４月より前に相続した不動産も、未登記
であれば義務化の対象となります。

相続又は遺贈（遺言によって特定の相

続人に財産の一部又は全部を譲ること）

によって土地の所有権を取得した相続人

が、一定の要件を満たした場合に、土地

を手放して国庫に帰属させることを可能

とする「相続土地国庫帰属制度」が創設

されました。

不動産登記推進
イメージキャラクター
「トウキツネ」

詳しい情報はこちらから

Ⓐ・Ⓑともに、正当な理由がないのに義務

に違反した場合、１０万円以下の過料の適用

対象となります。

相続登記
について

帰属制度
について

Ⓑ遺産分割が成立した時の追加的なルール

遺産分割の話し合いがまとまった場合には、

不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立

した日から３年以内に、その内容を踏まえた

登記を申請しなければならないこととされま

した。

那覇地方法務局

●相続土地国庫帰属制度●相続登記の申請の義務化※

令和６年４月１日施行

令和５年４月２７日施行

「被相続人の死亡を知った日」からではな

いから、不動産を取得したことを知らなけ

れば３年の期間はスタートしないよ！



デジタル支援員が
お手伝いします！

LINEの機能が分からない…
パソコンの使い方が知りたい！など…

そのお悩み、デジタル支援員が解決します！
地域の皆さんのデジタル活用をサポートします。

場所 時間 ８月 ９月

竹富島まちなみ館 9:30 ～ 12:00 / 13:00 ～ 15:30 4日・24日 14日

黒島伝統芸能館 11:00 ～ 12:30 / 13:30 ～ 17:00 7日・25日 15日

小浜島集会施設
8/8 9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 15:00

8/31、9/19 10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 16:00
8日・31日 19日

東部出張所 10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 15:00 9日 22日

船浮多目的集会施設 12:00 ～ 16:30 16日 4日・25日

白浜海人の家 9:00 ～ 12:00 17日 5日・26日

西部複合施設 13:00 ～ 17:00 17日 5日・26日

鳩間コミュニティセンター 10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 15:30 18日 6日・27日

波照間複合施設 10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 16:00 21日 1日・21日

町民の皆さんのデジタル活用をサポートするため、町内各地域に「デジタル支援員」を派遣します。
「デジタル化」に関する身近な相談窓口として、くらしのデジタル活用を幅広くサポートします。

ご利用にあたっての事前予約は不要です。デジタル活用に伴う、お困りごとをお気軽にご相談ください。

※定期船の運行状況等により、急遽開催できなることがあります。その際は竹富町公式LINEにてお伝えします。

◎対応する業務
・スマートフォンで出来ることについて聞いてみたい
・スマートフォンの購入ついて相談したい ※紹介まで
・マイナンバーカードやマイナポイントの予約・申込
・竹富町役場が受け付けているオンライン申請や公式LINEについて
・そのほかスマートフォンやパソコンの基本的な使い方のご相談など
・上記以外でも、デジタルや機器に関することであれば何なりとご相談ください！

お問合せ：竹富町役場 DX課 0980-87-6550



沖縄県後期高齢者医療広域連合
TEL ： 098-963-8012

後 期 高 齢 者 医 療 制 度
被 保 険 者 の 皆 様 へ

令和５年８月から

被保険者証が切り替わります
(有効期限が令和６年７月３１日となります)

被保険者証の色
（ピンク）

の変更はありません

　　　新しい被保険者証は、７月下旬までに、お住まいの市町村役所（場）から
　　郵送又は窓口等で交付します。

　　　８月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください。

　　　被保険者証が届いたら、住所・氏名・一部負担金の割合を確認してください。

お住まいの市町村役所（場）の担当窓口へ

竹富町役場　健康づくり課　後期高齢者医療係
ＴＥＬ ： ０９８０－８２－７５１９

お問い合せ先 

１２３４５６７８ 

７月 

平成 

昭和 ５年 ５日 

２０年 ４月 １日 

平成 ２０年 ４月 １日 

うるま市石川石崎１－１ 

後期 太郎 男 

沖縄県後期高齢者医療広域連合 

３ ９ ４ ７ ２ １ ３ ９ 

１割 

令和５年 ７月 ３１日 

令和 ４年 １０月 １日 

１２３４５６７８ 

７月 

平成 

昭和 ５年 ５日 

２０年 ４月 １日 

平成 ２０年 ４月 １日 

うるま市石川石崎１－１ 

後期 太郎 男 

沖縄県後期高齢者医療広域連合 

３ ９ ４ ７ ２ １ ３ ９ 

１割 

令和６年 ７月３１日 

令和 ５年 ８月 １日 

印 印 
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医療機関名 所在地(石垣市) 電話番号 

石垣島徳洲会病院 大浜 446番地の 1 83-5507 

大浜診療所 大浜 36番地 87-5093 

コーラルクリニック 浜崎町 3-3-9 87-5698 

てるや内科胃腸科 新川 127-3 88-1616 

下地脳神経外科 登野城 644-19 88-7300 

下地第 2脳神経外科 新川 1695-123 88-5150 

かりゆし病院 新川 2124 83-5600 

小田内科医院 
登野城 319 番地 2 
メゾン 32 1-Ａ号室 

83-8001 

博愛医院 大川 179-7 82-3170 

宮良内科胃腸科医院 新川 27 82-4181 

やいま中央クリニック 平得 120番地の 3 88-7711 

よなは医院 新川 2287-35 83-4781 

にいむら内科胃腸科 
クリニック 

真栄里 243-1 83-7771 

まるの脳神経外科 新川 121 82-8800 

まだ特定健診を受けていない 40～ 74歳の竹富町国保加入の皆様方へ 

県内の医療機関にて無料で 

特 定 健 診を受けられます！ 

 
 

【お問い合わせ】 竹富町役場 健康づくり課 (国保係)  0980-82-7519 

 

≪特定健診の流れ≫ 

 特定健診を受ける 

(血液検査、尿検査、 

身体測定、問診等) 

Step 3 

結果を確認 

脂質異常症、糖尿病、肝臓病、腎臓病、 

肥満症等のリスクが分かります 

Step 4 

--------------特定健診を受けて 得 すること！ -------------- 

 病気を早めに発見することで、治療にかかる時間とお金を節約できる！ 

 新型コロナ重症化リスク(糖尿病、高血圧症、腎臓病など)が分かる。 

 自分では、わからない身体の変化を発見できる！ 

 約 7000円かかる検査を無料で受けられる！ 

 

【人間ドックを受ける方へ】保険証下部に付いている受診券で約 7,000円分の助成があります。 

 

※町内診療所は特定健診実施医療機関ではありません。 

医療機関を選ぶ 右記参照 

(沖縄県内の特定健診実施機関 

で受けられます) 

 医療機関に予約する 

直接、病院に予約をお願いします。 

Step 1 

Step 2 

通院中の方
も無料です！ 

【 令和５年度 特定健診の受けられる医療機関 】 







空き家、低利用住宅の活用事例

空き家に関する相談窓口［竹富町役場　まちづくり課］
〒907-8503　沖縄県石垣市美崎町11番地1 

☏ 0980-82-1107／ Fax 0980-82-9901 

✉machi@town.taketomi.okinawa.jp

セーフティネット住宅　国土交通省

― 新たな住宅セーフティネット制度 ―
空家や使用頻度の低い住宅を都道府県等の専用HPに掲載し、 

低額所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者へ情報を提供する制度。

☞　補助率：1/2　最大2万円/戸・月

①　入居者負担軽減に対する補助金

☞　住宅金融支援機構等

③　国の認定する業者による家賃債務の保証

☞　補助率：1/3　最大50万円/戸・月

②　住宅改修費用に対する補助金

住宅所有者がセーフティネット住宅へ 
登録するメリット※　補助金の適用には一定の条件があります。
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